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は
じ
め

に
廃
仏
毀
釈
の
影
響
を
受
け
た
英
彦
山
修
験
道
美
術
に
お
け
る
復
原
的
考
察

ー
豪
潮
宝
陵
印
塔、
三
所
権
現
御
正
体、

不
動
明
王
立
像

ー|'

ひ

こ

さ
A

英
彦
山（
福
岡
県）
は、

羽
黒
山（
山
形
県）、

熊
野
大
峰
山（
奈
良
県）
と
と
も
に

-
l)

は
＂．
ぷ
つ

き

し
ぐ

く

日
本
三
大
修
験
山
の
ひ
と
つ
な
が
ら、

明
治
維
新
の
神
仏
分
離
令
と
廃
仏
毀
釈、

(

2)

 

修
験
道
禁
止
令
の
影
野
を
強
く
受
け、

ほ
ぼ
伝
統
が
途
絶
え
て
い
る。

口
伝
伝
承

を
旨
と
す
る
修
験
道
文
化
に
お
い
て
文
献
資
料
は
乏
し
い
。

そ
こ
で
本
研
究
は
英

彦
山
修
験
道
美
術
に
注
目
し、

疑
仏
毀
釈
時
の
文
化
財
破
壊
行
為
と、

そ
れ
を
回

避
す
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た
造
形
的
改
変
部
分
を
調
査
す
る。

ま
た、

文
化
財
の

(
3)
 

復
原
を
通
し
て、

忌
避
ま
た
は
受
容
さ
れ
た
意
匠
と、

そ
の
表
象
の
分
析
を
行
う。

英
彦
山
に
お
け
る
明
治
期
の
「
修
験
宗
廃
止
の
太
政
官
布
告」

の
受
容、

お
よ
び

修
験
道
思
想
と
仏
教、

神
道
等
の
宗
教
的
表
象
と
の
関
係
を
問
う。

(

4
)
 

英
彦
山
に
お
け
る
騒
仏
毀
釈
の
経
緯
に
つ
い
て、

高
千
穂
有
英、

広
渡
正
利
の

先
行
研
究
か
ら
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る。

文
久
三
年(
-
八
六
三）、

攘

夷
派
の
朝
廷
か
ら
国
家
安
泰
の
祈
願
を
命
じ
勅
使
が
英
彦
山
に
下
向
す
る。

翡
後

日
田
出
身
の
雌
モ
攘
夷
派
の
長
南
梁・
光
太
郎（
三
州）
親
子
か
ら
の
思
想
的
な
影

響
も
あ
り、

英
彦
山
は
勅
願
書
を
契
機
に
隙
王
派
に
傾
い
た。

英
彦
山
の
十
七
人

の
義
僧
が、

攘
夷
者
と
し
て
署
名
連
判
す
る。

英
彦
山
は
長
州
藩
と
結
託
し、

佐

茄
派
の
小
倉
滞
に
抗
す
る
こ
と
と
な
っ
た。

同
年、

小
倉
藩
か
ら
長
州
戟
王
攘
夷

派
と
み
な
さ
れ
た
英
彦
山
儀
徒
が
検
挙
を
う
け、

六
十
人
の
山
伏
が
小
倉
に
幽
閉

さ
れ
る。

座
王
家
族
は
釈
放
さ
れ
た
も
の
の、

首
謀
者
と
さ
れ
た
十
一
人
は
囚
わ

れ
た
ま
ま
四
年
の
う
ち
に
獄
死
し
た（
脱
出
し
た
三
名
を
除
く）
。

中
枢
を
担
う
指

導
者
達
を
失
っ
た
英
彦
山
は、

明
治
維
新
を
乗
り
越
え
る
胆
力
を
喪
失
し
た
と
考

え
ら
れ
る。

疫
応
四
年（
明
治
元
年、
一
八
六
八）
香
春
寺
社
か
ら
神
仏
分
離
の
布
達
が
英
彦

(
5)
 

山
に
達
せ
ら
れ
た。

神
仏
分
離
当
時
「
神
兵」
（
急
進
派
の
下
級
山
伏
や
山
外
民）

は、

寺
院
·
堂
塔
•
仏
像
•
仏
具
を
悉
く
破
壊
し
よ
う
と
し
た。

幕
末
の
義
僧
殉

難
の
経
緯
が、

神
兵
を
勢
い
づ
け
て
い
た
の
だ
ろ
う。

明
治
六
年、

禰
宜
と
な
っ

た
山
名
豊
樹
は
神
職
な
が
ら
も
破
壊
を
好
ま
ず、

仏
像
類
を
隠
し
て
守
っ
た
と
い

う。

そ
の
後
播
宜
と
な
っ
た
三
井
八
郎
は
廃
仏
毀
釈
を
推
し
進
め、

神
兵
数
十
名

と
共
に
仏
像
類
を
破
壊
し、

あ
る
い
は
火
に
投
じ
た。

本
論
で
取
り
上
げ
る
修
験

知

足

美
加
子
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豪
潮
寛
海
の
宝
簑
印
塔

英
彦
山
の
中
央
に
は
約
八
六
五
m
の
石
段（
大
門
通
り）
が
銅
の
烏
居
か
ら
奉
幣

で
ん殿

ま
で
続
い
て
お
り 、

そ
の
左
右
に
は
坊
ぽ
う（
山
伏
住
居）
が
並
ん
で
い
る 。
こ

の
石
段
の
中
ほ
ど
に 、

高
さ
約
八
・

ニ
m
の
大
製
の
宝
簑
印
塔
が
あ
る 。

宝
簑
印

つ

7}

か^

搭
の
名
は 、

内
部
に
「
宝
箇
印
陀
羅
尼」

を
納
め
た
こ
と
に
由
来
す
る 。

奈
潮
寛

海（
一
七
四
九
ー

一
八
三
五
年）
が
文
化
十
四
年(-
八
一
七）
に
制
作
し
た
も
の
で

あ
る 。

豪
潮
は
熊
本
県
玉
名
市
の
専
光
寺
に
生
ま
れ 、

比
叙
山
に
て
修
行
し 、

師

豪
旭
の
あ
と
を
受
け
て
至
名
市
天
台
宗
寿
福
寺
の
住
職
と
な
っ
た
0

}

万
四
千
基

す

8
)

の
宝
簸
印
塔
の
建
立
を
大
頴
し 、

以
来
九
州
北
部
を
中
心
に
立
塔
し
て
い
る 。

七

第
一

章

英
彦
山
宝
睦
印
塔

道
美
術
は
こ
の
時
期
に
隠
さ
れ 、

あ
る
い
は
改
変
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え 、

本
研
究
で
は 、

明
治
期
に
否
定
さ
れ
た
英
彦
山

修
験
道
美
術
表
象
の
内
容
を
明
ら
か
に
し 、

容
認
と
否
定
の
境
界
を
精
査
す
る
こ

と
で 、

修
験
道
文
化
の
輪
郭
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る 。

研
究

対
象
と
し
て 、

英
彦
山
修
験
者
が
文
化
財
改
変
に
関
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
英
彦

ほ
う
き
ょ
う
じ
ん
と
う

み
L
ょ
う
た
い
で
6)

山
内
の
石
造
《
宝
箇
印
塔》 、

銅
製
《
彦
山―
二
所
権
現
御
正
体》 、

木
彫
《
不
動

り
e
う
そ
う

明
王
立
像》

を
取
り
上
げ
る 。

研
究
方
法
は 、

ま
ず
各
対
象
を
三
次
元
計
測
に

よ
る
3
D(t
hre
e-
di
mensional)
デ
ー
タ
化
や
拓
本
に
よ
っ
て
形
状
分
析
を
行
う
a

次
に
彫
刻
家
で
あ
る
筆
者
の
伝
統
的
彫
刻
技
術
と 、

レ
ー

ザ
ー

加
工 、

三
次
元
印

刷
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
組
み
合
わ
せ 、

文
化
財
復
原
を
試
み
る 。

制
作
者
と

し
て
の
観
察
や 、

プ
ロ
セ
ス
の
考
察・
実
践
を
通
し
て
新
た
な
知
見
を
得
た
い 。

ほ
う
じ―•
う

ン）
I

東
方」
「
宝
生
如
来（
タ
ラ
ー

ク）
I

南
方」
「
阿
弥
陀
如
来（
キ
リ
ー

ク）
I

西

方」
「
不
空
成
就
如
来（
ア
ク）
I

北
方」
（
大
日
如
来（
バ
ン）
I

中
央）
を
配
し
て
い

る 。豪
潮
の
石
造
宝
匿
印
塔
の
梵
字（
金
剛
界
五
仏
種
子 、

宝
簑
印
塔
陀
羅
尼
種
子）

は 、

鋭
い
薬
研
彫
り（
断
面
が
＞
字
の
陰
刻）
で
は
な
く 、

太
め
の
線
を
陽
刻（
断

面
が
凸
型）
し
て
い
る
こ
と
が
多

、
。

こ
れ
は
豪
潮
の
密
の
豊
か
な
質
感
を
表
現

す
る
の
に
功
を
奏
し
て
い
る 。

県
・

西
巌
殴
寺(
-
八
0
五
年） 、

長
寿
寺(
-
j
-
0
年） 、

佐
賀
県・
大
興
善
寺

（
一
八
0
二
年） 、

長
崎
県・
一

瀬（
現
在
は
本
河
肉 、
一
八
ー
一

年） 、

禅
林
寺

ニ
八
0
七
年） 、

春
徳
寺(
-
八
―
――一
年） 、

清
水
寺(
-

八
0
一

年） 、

娘
教
寺

蒙
潮
が
制
作
し
た
宝
簑
印
塔
に
つ
い
て 、

熊
本

図1 豪潮《阿叫）大興善寺

三
歳
（
数
え
年）
の
頃 、

尾
張（
愛
知
県）
藩

主
・

徳
JII
斉
朝
の
病
気
を
加
持
し
た
功
績
に

よ
り 、

請
わ
れ
て
尾
張
の
岩
窟
寺
や
長
栄
寺

で

9)

-
10)

に
留
ま
っ
た 。

豪
潮
の
待
は 、

肥
後
の
三
筆

の
一
人
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ

太
く
ゆ
っ

た
り
と
し
た
自
由
闊
達
な
線
を
特
徴
と
し
て

い
る（
図
1) 。

淡
墨
の
杏
が
多
い
の
は 、

光

格
天
皇
か
ら
賜
っ
た
唐
墨
を
「
終
身
の
用
に

供
せ
ん」

と
惜
し
み
な
が
ら
使
用
し
た
た
め

{
11)
 

と
い
わ
れ
て
い
る 。

宝
筐
印
塔
の
塔
身
の
梵
字
は
金
剛
界
五
仏

あ

し
O
V

と
方
位
を
表
し
て
お
り 、

「
阿
閑
如
来（
ウ

- 50-



図2 豪潮《宝陸印塔(福岡県、長崎県)

(
一
八
〇
一
年
)
、
観
音
寺
(
一
八
一
七
年
)
、
愛
知
県
・
高
松
寺
(
現
在
は
神
奈
川

県
・
総
持
寺
、
一
八
一
八
年
)
を
調
査
し
た
(
図
2
・
3
)
。
廃
仏
毀
釈
に
よ
る
移

築
や
自
然
盗
㌃
よ
っ
て
部
分
的
に
破
損
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
禅
林
寺
の
隅す

み

飾
り
は
欠
損
し
て
お
り
、
不
規
則
な
断
面
か
ら
察
す
る
に
廃
仏
毀
釈
の
破
壊
に
よ

る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
塔
の
周
囲
に
は
、
複
数
の
破
損
仏
(
首
が
折
ら
れ

た
仏
像
等
)
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
宝
匪
印
塔
は
様
々
な
宗
派
寺
院
に
配
さ

れ
て
放
胆
天
台
宗
の
港
頂
を
受
け
た
豪
潮
が
宗
派
を
問
わ
ず
寄
与
す
る
姿
勢
が

う
か
が
え
る
。

豪
潮
は
、
小
塔
を
含
め
る
と
二
千
基
余
り
を
制
作
し
、
宝
匪
印
塔
陀
羅
尼
を
書

あ
る
い
は
塔
身
に
線
刻
し
て
収
め
た
と
き
洗
。
現
存
す
る
高
さ
八
m
前
後
の
大

型
の
宝
鑑
印
塔
は
、
西
巌
殿
寺
、
本
河
内
、
英
彦
山
、
総
持
寺
の
四
基
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
人
為
的
改
変
を
加
え
て
い
る
の
は
、
英
彦
山
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
こ

れ
は
廃
仏
毀
釈
だ
け
で
は
な
く
、
神
仏
分
離
令
と
修
験
道
禁
止
令
の
影
響
を
強
く

受
け
、
改
変
を
加
え
な
け
れ
ば
塔
を
存
続
で
き
な
い
事
態
に
英
彦
山
が
直
面
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
復
原
に
際
し
て
、
四
基
の
う
ち
英
彦
山
宝
匪
印
塔
に
意
匠

が
相
似
し
、
且
つ
破
損
が
少
な
い
本
河
内
宝
匪
印
塔
を
参
考
に
し
て
復
元
的
考
察

を
行
う
。

宝
箆
印
搭
施
工
を
担
当
し
た
石
工
の
技
術
や
嗜
好
が
反
映
さ
れ
た
も
の
か
、
同

じ
豪
潮
の
設
計
で
あ
っ
て
も
、
地
域
に
よ
っ
て
隅
飾
り
や
反
花
、
基
礎
な
ど
の

二
デ
ザ
イ
ン
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
梵
字
や
経
文
の
書
体
表
現
は
概
ね
共
通

し
て
い
る
。
豪
潮
は
搭
の
設
計
お
よ
び
書
を
担
当
し
、
彫
刻
や
施
工
等
に
つ
い
て

は
各
地
域
の
石
工
に
委
ね
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
英
彦
山
宝
匪
印
塔
の
揚
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図3 豪潮《宝筐印塔(熊本県、佐賀県、神奈川県)〉

図4 英彦山宝匪印塔各部名称

ー52-

合
、
施
工
や
改
変
に
直
接
携
わ
っ
た
の
は
、
英
彦
山
内
の
修
験
者
で
あ
ろ
う
。
英

彦
山
は
中
世
よ
り
守
護
札
磐
治
外
法
権
的
な
組
織
を
有
し
、
元
禄
九
年
(
一
六

九
六
)
に
「
天
台
修
験
別
格
本
山
」
と
し
て
の
地
位
が
確
立
し
て
い
る
。
江
戸
期

(
1
6
)

に
は
「
三
千
八
百
坊
」
と
い
わ
れ
、
総
人
口
が
約
三
千
人
と
賑
わ
っ
て
い
た
。
自

治
独
立
の
気
風
に
よ
り
、
山
内
に
宗
教
美
術
制
作
を
担
う
山
伏
た
ち
が
在
住
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

英
彦
山
宝
擾
印
塔
の
蓮
は
、
上
か
ら
「
相
輪
(
l
宝
珠
、
2
請
花
a
、
3
九

う
け
は
な

輪
、
4
請
花
b
、
5
伏
鉢
)
」
「
笠
(
6
隅
飾
)
」
「
塔
身
(
7
月
輪
梵
字
)
」
「
講
座

(
8
請
花
C
′
)
」
「
9
基
壇
」
「
基
礎
(
1
0
反
花
、
H
基
礎
急
、
1
2
基
礎
b
、
1
3
自
然

石
基
礎
)
」

(
図
4
)
と
な
っ
て
い
る
。

英
彦
山
の
宝
匪
印
塔
に
改
変
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
文
献
で
は
以
下
の
二
か

所
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
一
つ
目
は
、
基
壇
の
宝
匪
印
陀
羅
尼

種
子
(
シ
ッ
チ
リ
ア
)
を
削
っ
て
「
献
燈
」

の
二
字
を
彫
り
付
け
て
い
る
こ
と
。
二

つ
目
は
、
反
花
に
亀
甲
紋
を
彫
り
つ
け
、
廃
仏
毀
釈
に
よ
る
破
壊
を
免
れ
た
こ
と

で
あ
る
(
図
5
)
。
宝
匪
印
塔
を
燈
寵
に
改
変
す
る
た
め
に
、
塔
身
の
月
輪
梵
字
を

彫
り
ぬ
き
、
怒
梨
替
っ
て
い
る
こ
と
も
認
識
さ
れ
て
き
た
。

筆
者
は
、
英
彦
山
宝
匪
印
塔
と
他
の
地
域
の
も
の
を
比
較
し
分
析
す
る
中
で
、
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こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
新
、

た
な
改
変
部
分
に
気
が
付
い
た
。

に
ょ

い

ほ
う
ド
)
ゆ

そ
れ
は
請
花
C
に
「
如
意
宝
珠
」

が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(
図
6
)
。
如
意
宝
珠
と
は
「
種
々

の
物
を
生
ず
る
こ
と
意
の
如
く
で

あ
る
珠
玉
」
と
さ
れ
る
。
仏
教
に

お
い
て
は
、
仏
の
功
徳
を
暗
示
・

(
1
9
)

荘
厳
す
る
象
徴
的
所
産
で
あ
る
。

ま
た
火
袋
に
改
変
さ
れ
た
塔
身
に

つ
い
て
も
、
二
面
は
違
う
形
(
四

角
形
と
円
形
)
で
彫
り
抜
か
れ
、

残
り
の
面
は
彫
り
抜
か
ず
に
半
月

形
と
三
角
形
を
陰
刻
し
て
い
る
。

火
袋
改
変
の
文
化
的
根
拠
や
、
す

べ
て
の
面
を
彫
り
抜
か
な
か
っ
た

理
由
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
先
行

研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
に

解
明
さ
れ
て
い
な
い
奇
妙
な
点
が

あ
る
。
こ
れ
は
宇
野
廉
太
郎
が
六

四
年
前
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ

が
、
基
壇
の

「
経

云
」
か
ら
始

ま
る
経
文
の
要
約
が
、
改
刻
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
誌
。
基
壇
に
刻

ま
れ
た
銘
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

(
向
か
っ
て
右
)

「
末
法
逼
迫
之
時
、
併
法
常
隠
然
、
猶
是
塔
堅
固
不
滅
、
一

切
如
来
荊
力
、
加
持
祈
蒔
、
若
有
鳥
類
畜
類
玩
蛇
之
類
、
暫
東
塔
影
及
踏
場

掌
握
破
」
(
向
か
っ
て
左
)
「
感
障
覚
悟
、
克
明
忽
人
側
家
、
窓
領
法
財
、
況

有
衆
人
、
或
見
塔
形
、
或
聞
其
名
、
罪
障
悉
滅
、
所
求
如
意
、
現
世
安
穏
、

後
生
極
楽
、
以
二
是
事
一
枚
、
□
聾
思
念
莫
忘
、
三
世
諸
俳
、
全
身
舎
利
、

賓
擾
印
陀
羅
尼
、
政
綱
此
塔
万
室
、
説
寓
分
之
一
、
汝
等
信
実
奉
行
、
右
摘

図6 英彦山宝匪印塔講花1817年

経
之
要
文
記
」

(
背
面
)

「
非
是
豊
財
団

重
遠

即
今
涌
出
古
楓
前

十
方
諸
傭

蹄
二
期
塔
一
末
法
燈
明
幾
萬
年

右

香
語

文
化
十
四
丁
丑
歳
夏
」

銘
文
の
向
か
っ
て
右
面
(
図
7
)
に
は

「
末

法
窮
迫
の
時
、
仏
法
は
隠
れ
る
よ
う
で
あ
る

が
、
如
来
の
神
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
塔
の
よ

う
に
不
滅
で
荻
等
お
よ
び
こ
の
文
章
が

「
経
文
の
要
約
」

で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
左
面
に
は
、
こ
の
塔
が
「
釈
迦
の
全

身
舎
利
の
功
徳
を
集
め
た
賓
匪
印
陀
羅
尼
」

を
納
め
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
宝
匪
印
塔
立
塔
の
仏
教
的
意
義
を

示
す
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
期
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図7 英彦山宝匪印塔銘文(部分) 1817年

に
そ
れ
を
残
し
、

他
の
部
分
を
改
刻

し
た
の
は
何
故
だ

ろ
う
か
。
具
体
的

な
改
変
箇
所
を
分

析
し
、
仏
教
的
、

も
し
く
は
修
験
道

的
と
し
て
排
除
さ

れ
た
表
象
と
そ
の

理
由
を
考
察
し
た

ヽ
○

○

主
に
本
河
内
宝
匪
印
塔
と
比
較
し
、
英
彦
山
宝
匪
印
塔
の
改
変
お
よ
び
破
損
部

分
を
以
下
の
六
か
所
に
特
定
し
た
。
1
、
相
輪
の
宝
珠
の
突
起
部
分
の
紛
失
。
2
、

九
輪
の
第
三
・
四
番
目
の
間
隔
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
3
、
塔
身
は
角
が
装
飾
さ
れ

た
四
角
形
を
彫
り
す
ぼ
め
、
正
面
か
ら
右
回
り
に
「
四
角
、
半
月
、
三
角
、
円
」

が
彫
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
う
ち
四
角
と
円
は
火
袋
と
し
て
彫
り
抜
か
れ
て
い
る
。

4
、
請
花
C
を
花
弁
の
凹
部
を
頂
点
と
す
る
曲
面
に
再
彫
刻
し
て
い
る
。
主
弁
の

間
に
如
意
宝
珠
を
彫
っ
て
い
る
。
5
、
宝
匪
印
陀
羅
尼
種
子
を
削
り
、
行
書
体
で

「
献
灯
」

の
一
一
文
字
を
彫
り
つ
け
て
い
る
。
6
、
(
本
河
内
の
反
花
座
は
花
弁
を
表

現
し
を
い
線
形
座
な
の
で
最
教
寺
の
も
の
と
比
較
)
複
弁
花
弁
の
一
層
目
に
亀
甲

紋
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。

六
か
所
の
改
変
に
つ
い
て
の
考
察
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

1
、
尖
頂
宝
珠
の
造
形
は
、
宝
珠
の
功
徳
を
表
現
す
る
火
炎
光
背
が
発
達
、
も
し

く
は
蓮
華
の
蕾
を
祖
型
に
し
た
な
ど
諸
説
衆
。
英
彦
山
宝
匪
印
塔
は
宝
珠
上
部

を
曲
面
に
仕
上
げ
て
お
り
、
尖
頂
部
を
意
図
的
に
削
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

「
宝
珠
を
五
大
思
想
の

(
団
)

に
改
刻
し
た
も
の
」
と
筆
者
は
推
測
す
る
。

2
、
明
治
期
に
、
英
彦
山
の
塔
は
一
度
解
体
し
て
改
変
を
行
っ
(
誓
そ
の
た
め
接

合
部
で
あ
る
九
輪
の
第
三
・
四
番
目
が
損
傷
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

3
、
本
河
内
宝
匪
印
塔
の
塔
身
は
正
面
か
ら
右
回
り
に
「
阿
閑
如
来
(
束
)
、
宝
生

如
来
(
南
)
、
阿
弥
陀
如
来
(
西
)
、
不
空
成
就
如
来
(
北
)
」

の
種
子
が
豪
潮
の
書
体

で
月
輪
に
陽
刻
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
英
彦
山
宝
箆
印
塔
は
、
神
道
の
燈
範
と
す

る
た
め
に
月
輪
梵
字
は
削
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
塔
身
は
、
(
火
袋
を
表
現
し
た
も

の
か
)
四
角
形
に
一
段
彫
り
す
ぼ
め
、
そ
の
面
に
「
四
角
、
半
月
、
三
角
、
円
」

が
彫
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
正
面
の
一
段
目
の
四
角
形
の
辺
の
中
央
部
が
僅
か
だ

か
外
に
膨
ら
ん
で
お
り
、
こ
こ
に
月
齢
の
円
が
彫
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

燈
寵
は
、
日
光
の
入
る
東
側
に
円
形
、
月
光
の
入
る
西
側
に
半
月
形
を
彫
り
付
け

る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
塔
は
南
方
を
向
い
て
い
る
た
め
、
円
形
は
東
方
、
半
月
形

は
西
方
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
正
面
に
火
袋
の
格
子
で
あ
る
四
角
形
を
配
す
る

こ
と
に
な
り
、
燈
籠
の
体
を
成
す
と
い
え
る
。
不
思
議
な
の
は
、
背
面
に
三
角
形

を
配
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
図
8
)
。
こ
の
よ
う
な
燈
寵
は
他
に
見
当
た
ら
な
い

(
図
9
)
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
一
二
角
形
の
意
匠
に
つ
い
て
、
五
大
思
想
(
地
水
火
風

空
)
を
思
想
的
根
拠
と
し
て
検
討
し
た
。
密
教
に
お
け
る
五
大
と
五
形
と
五
方
(
地

-
四
角
i
束
、
水
i
円
-
西
、
火
-
三
角
-
南
、
風
-
半
月
-
北
、
空
i
宝
珠
i
中
央
)
の
結

び
つ
き
か
ら
英
彦
山
の
塔
身
を
み
る
と
、
方
位
と
形
が
一
致
し
な
い
。
再
考
し
た
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図8 英彦山宝匪印塔塔身(北

面) 1817年

図9 西巌殿寺内荒神神社燈籠
制作年不明

と
こ
ろ
、
仏
そ
の
も
の
の
表
象
と
関
連
付
け
る
こ
と
自
体
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
た
。
改
刻
時
の
英
彦
山
山
伏
は
、
こ
の
塔
を
燈
寵
と
み
な
す
こ
と
を
重
視

し
て
お
り
、
自
ず
と
円
と
半
月
の
位
置
は
決
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼

ら
は
こ
の
塔
を
単
な
る
燈
籠
で
は
な
く
、
造
形
と
し
て
「
仏
教
の
五
大
思
想
を
暗

示
さ
せ
る
」
も
の
と
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
五
大
と
し
て
、
正
面
か
ら
左

回
り
に
地
(
四
角
)
、
水
(
円
)
、
火
(
三
角
)
、
風
(
半
月
)
、
空
(
団
・
中
心
の
宝
珠
)

と
配
置
し
た
、
と
筆
者
は
推
測
し
た
。
そ
の
意
図
を
簡
単
に
悟
ら
れ
を
い
様
に
配

慮
し
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
背
面
の
三
角
形
の
輪
郭
が
曖
昧
、
か
つ
中
心
が
僅
か
に

ず
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
納
得
が
い
く
。
燈
寵
の
火
袋
と
し
て
彫
り
抜
か
れ
た
正

面
の
四
角
と
円
の
面
は
、
参
道
の
参
拝
者
か
ら
の
視
認
性
が
高
い
。
一
方
、
背
面

に
あ
る
三
角
形
は
最
も
見
え
に
く
い
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
。
五
大
思
想
と
の
関

連
を
容
易
に
悟
ら
れ
な
い
工
夫
を
施
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト
で
あ
る
。

4
、
塔
身
の
請
花
は
、
花
弁
の
凹
部
だ
っ
た
部
分
を
頂
点
と
す
る
曲
面
に
彫
り
直

し
て
い
る
。
高
所
に
あ
る
た
め
気
づ
き
に
く
い
が
:
王
弁
の
間
に
八
つ
の
如
意
宝

珠
が
あ
る
。
三
重
の
条
線
が
丁
寧
に
彫
ら
れ
て
お
り
、
形
も
美
し
い
。
改
刻
前
か

ら
宝
珠
と
花
弁
を
組
み
合
わ
せ
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、
神
仏
融
合
の
造
形
と
し

て
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
主
弁
間
の
細
い
尖
形
花
弁
か
ら
如
意
宝
珠
を
彫
り
直
す

の
は
困
難
で
あ
り
、
改
刻
に
携
わ
っ
た
石
工
(
山
伏
)
の
彫
刻
技
術
が
高
い
こ
と
が

わ
か
る
。
宝
珠
は
神
道
の
意
匠
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
た
め
、
廃
仏
毀
釈
時
も
許

容
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
山
伏
の
改
刻
の
線
引
き
は
「
蓮
華
」
の
意
匠

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
不
明
な
の
は
、
蓮
華
を
否
定
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
基
壇
に
あ
る
仏
教
経
文
の
要
約
は
削
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
英
彦
山
山
伏
達
は
「
仏
教
を
荘
厳
す
る
(
仏
教
の
優
位
性
を
示
す
)
表
象
」
を
排

除
し
た
、
と
筆
者
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
仏
教
の
教
義
の
否

定
よ
り
も
、
権
威
・
価
値
を
荘
厳
す
る
表
象
に
留
意
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

5
、
宝
匪
印
陀
羅
尼
種
子
の
陽
刻
部
分
を
削
り
、
勢
い
の
あ
る
行
書
体
で
「
献

灯
」
の
二
文
字
を
陰
刻
し
て
い
る
。
豪
潮
は
一
八
三
六
年
に
逝
去
し
て
お
り
彼
の

筆
と
は
考
え
に
く
い
が
、
彼
の
書
体
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
達
筆
で
あ
る
。
宝
箆

印
塔
を
燈
寵
と
み
な
す
た
め
の
決
定
的
な
改
刻
で
あ
る
。

6
、
本
河
内
の
塔
の
反
花
座
は
、
花
弁
を
表
現
し
な
い
線
形
座
で
あ
る
。
そ
こ
で

複
弁
の
反
花
座
を
も
つ
最
教
寺
宝
箆
印
塔
と
比
較
し
た
。
英
彦
山
の
も
の
は
花
弁

に
亀
甲
紋
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。
二
重
の
亀
甲
の
稜
線
は
、
僅
か
に
浮
彫
り
と

な
っ
て
い
る
。
繊
細
な
線
で
曲
面
上
に
美
し
く
彫
ら
れ
て
お
り
、
高
い
技
術
が
う

か
が
え
る
。
亀
甲
は
万
歳
の
寿
齢
を
祝
う
吉
祥
文
様
で
あ
り
、
仏
教
思
想
と
の
関

連
は
薄
い
。
こ
こ
で
も
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
蓮
華
の
表
象
で
あ
る
。
英
彦
山
の

反
花
は
量
感
に
優
れ
、
造
形
的
に
亀
を
連
想
で
き
る
と
は
い
え
、
蓮
華
を
亀
に
置
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き
換
え
る
と
い
う
発
想
力
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
い
英
彦
山
の
宝
擾
印
塔
の
改
刻
で
は
、
「
種
子
」
(
宝
医
印

陀
羅
尼
種
子
や
金
剛
界
五
仏
)
と
「
蓮
華
」

の
表
象
が
積
極
的
に
否
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
代
わ
り
に
「
献
燈
」

の
文
字
や
「
火
袋
」
、
「
如
意

宝
珠
」
、
「
亀
甲
紋
」
を
彫
り
付
け
て
い
る
。
請
花
の
如
意
宝
珠
に
関
し
て
は
、
新

し
い
発
見
で
あ
っ
た
。
英
彦
山
山
伏
の
特
別
な
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
点
は
、

火
袋
で
あ
り
な
が
ら
「
仏
教
の
五
大
思
想
を
暗
示
さ
せ
る
意
匠
」
を
用
い
た
こ
と
、

「
仏
教
経
文
要
約
を
彫
り
付
け
た
部
分
」
を
残
し
た
こ
と
」

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を

分
析
す
る
と
、
明
治
期
の
英
彦
山
山
伏
は
、
「
仏
教
の
教
義
そ
の
も
の
」

で
は
を

く
、
「
仏
教
の
権
威
や
価
値
を
荘
厳
す
る
表
象
」
を
中
心
に
改
刻
し
た
と
推
測
さ

れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
塔
が
仏
教
に
帰
依
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
示
す
暗
示
を
、

造
形
の
中
に
巧
み
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
視
認
性
の
高
い
部
分
の
み
を
改
変
し
て

い
る
こ
と
は
、
神
兵
(
改
革
主
義
の
青
壮
年
)
の
暴
挙
へ
の
対
抗
策
と
み
る
こ
と
も

で
き
る
。
修
験
道
や
仏
教
的
教
義
を
深
く
理
解
す
る
修
験
者
に
は
、
「
猶
-
是
塔
堅

固
不
滅
、
一
切
如
来
耐
力
」

の
文
字
や
、
「
五
大
思
想
」
を
読
み
解
く
こ
と
が
で

き
、
こ
の
塔
が
仏
教
遺
物
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時
の

山
伏
達
は
仏
教
・
修
験
道
不
滅
を
祈
り
、
後
世
の
衆
徒
が
読
み
解
く
た
め
ヒ
ン
ト

を
宝
匪
印
塔
の
造
形
に
託
し
た
の
で
あ
る
。

一
二

宝
匪
印
塔
の
月
輪
禁
字
に
関
す
る
考
察
と
復
原

英
彦
山
宝
匪
印
塔
の
塔
身
か
ら
消
失
し
た
種
子
を
特
定
す
る
た
め
に
、
他
地
域

の
宝
擾
印
塔
と
の
比
較
考
察
を
行
う
。
豪
潮
は
天
台
密
教
の
宿
曜
に
明
る
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
方
位
に
対
す
る
意
識
は
高
か
っ
た
と
考
え
ら
洗
。
豪
潮
作
の
宝
匪

印
塔
の
中
で
、
廃
仏
毀
釈
や
区
画
整
理
で
移
築
さ
れ
ず
に
建
立
時
の
ま
ま
維
持
さ

れ
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
に
、
大
典
善
寺
宝
匪
印
塔
が
あ
る
。
こ
の
塔
は
宝
箆
印

陀
羅
尼
種
子
が
刻
ま
れ
て
い
る
部
分
が
巨
岩
で
あ
り
、
破
壊
や
移
築
を
さ
れ
て
い

な
い
。
正
面
に
は
南
方
を
表
す
「
室
生
如
来
種
子
」
が
蓮
華
座
の
上
に
刻
ま
れ
て

お
り
、
実
際
の
方
位
も
正
確
に
南
を
向
い
て
い
る
(
図
1
0
)
。
こ
の
事
実
か
ら
、
豪

潮
は
「
南
面
北
護
」
を
根
拠
と
し
て
立
塔
し
て
い
た
と
筆
者
は
推
定
す
る
。
宝

箆
印
塔
は
正
面
よ
り
、
背
面
の
種
子
が
最
も
重
要
な
の
で
あ
る
。

英
彦
山
宝
匪
印
塔
も
建
立
か
ら
移
築
を
し
て
い
な
い
た
め
、
塔
身
の
金
剛
界
五

仏
の
種
子
の
配
置
は
、
実
際
の
方
位
を
重
ん
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
状
の

英
彦
山
の
塔
の
正
面
は
、
大
典
善
寺
と
同
じ
く
南
を
向
い
て
い
る
。
大
典
善
寺
に

倣
い
、
英
彦
山
宝
筐
印
塔
の
種
子
想
定
と
し
て
正
面
に
南
方
の
室
生
如
来
(
ク
ラ

ー
ク
)
、
向
か
っ
て
右
に
東
方
の
不
空
成
就
如
来
(
ウ
ン
)
、
背
面
に
北
方
の
阿
閑

如
来
(
ア
ク
)
、
向
か
っ
て
左
に
西
方
の
阿
弥
陀
如
来
(
キ
リ
ー
ク
)
を
配
置
し
誓

英
彦
山
の
北
岳
、
中
岳
、
南
岳
の
三
岳
う
ち
、
最
も
尊
格
が
高
い
の
は
北
岳
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
復
原
の
配
置
だ
と
、
尊
格
の
高
い
北
を
南
か
ら
遥
拝
す
る
形
と
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な
る
。
ま
た
廃
仏
毀
釈
後
、

向
か
っ
て
右
の
束
の
阿
閑
如

来
を
円
(
日
光
)
に
、
向
か
っ

て
左
の
西
の
阿
弥
陀
如
来
を

半
月
(
月
光
)
に
改
刻
し
た
こ

と
に
対
し
て
も
整
合
性
が
あ

る
(
図
u
、
1
2
)
。
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実
際
の
英
彦
山
宝
匪
印
塔
を
縮
小
し
て
改
刻
前
の
姿
を
再
現
す
る
。
計
測
は
、
対

象
が
野
外
に
あ
り
大
型
な
た
め
、
長
距
離
用
三
次
元
測
嚢
を
使
用
し
た
。
3
D

デ
ー
タ
化
に
よ
っ
て
、
各
ス
ケ
ー
ル
の
計
測
、
上
部
や
直
下
か
ら
の
形
体
を
把
握



す
る
こ
と
が
で
き
た
(
図
1
3
)
。
こ
れ
を
三
次
元
出
力
す
る
に
は
、
デ
ー
タ
上
の
大

量
の
穴
(
計
測
不
可
能
を
部
分
)
を
補
修
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
塔
身
や
基
壇

等
の
意
匠
部
分
は
レ
ー
ザ
ー
加
工
機
で
出
力
し
、
基
礎
等
は
塑
像
で
制
作
す
る
こ

と
と
し
た
。
本
河
内
の
宝
箆
印
塔
の
種
子
の
拓
本
を
取
り
、
そ
れ
を
デ
ー
タ
化
し

て
英
彦
山
の
も
の
に
組
み
込
ん
だ
。
如
意
宝
珠
が
あ
る
請
花
に
つ
い
て
は
、
宝
珠

が
当
初
か
ら
彫
刻
さ
れ
て
い
た
か
否
か
が
不
明
な
た
め
、
豪
潮
作
の
他
の
宝
匪
印

塔
に
倣
っ
て
花
弁
の
み
で
構
成
し
て
い
る
(
図
望
。

第
二
章

彦
山
≡
所
権
現
御
正
体

一
彦
山
一
一
所
権
現
御
正
体
と
廃
仏
毀
釈

宝
匪
印
塔
の
他
に
明
治
期
に
改
変
さ
れ
た
英
彦
山
修
験
道
美
術
の
ひ
と
つ
に

《
彦
山
三
所
権
現
御
正
体
撃
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
御
正
体
は
、
二
寵
の
円
形
の

鋳
銅
板
に
神
像
(
坐
像
)
と
二
重
火
炎
光
背
藍
鎌
つ
止
め
し
た
駒
場
政
難
で
あ
る
。

仏
像
で
は
な
い
神
像
の
御
正
体
は
稀
で
あ
る
。
国
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
お
り
、

文
化
庁
文
化
遺
産
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
そ
の
希
少
性
に
つ
い
て
「
雌
の
や
や
吊
り

上
が
っ
た
細
い
眼
の
面
差
し
は
古
様
な
神
像
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
つ

彫
り
の
深
い
衣
え
も
ん
紋
表
現
な
ど
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
大
形
で
き
わ

め
て
稀
な
神
像
御
正
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
肉
取
り
豊
か
で
、
神
像
特
有
の
森
厳

な
る
像
容
表
現
を
見
せ
る
特
色
あ
る
御
正
体
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
か
つ
数
少
な

い
彦
山
権
現
の
信
仰
資
料
と
し
て
も
貴
重
で
袈
」
と
記
し
て
い
る
。
な
お
、
懸

仏
形
式
の
御
正
体
は
、
平
安
か
ら
鎌
倉
初
期
で
は
像
は
鏡
板
に
鋲
止
め
し
、
背
面

に
鉦
を
鋳
出
す
の
が
通
例
で
あ
り
、
鎌
倉
中
期
以
降
で
は
像
は
鏡
板
に
ホ
ゾ
止
め

ー58葛

さ
れ
る
形
式
へ
と
変
化
し
て
い
る
た
め
、
本
御
正
体
は
鎌
倉

前
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
(
図
1
5
上
段
)

英
彦
山
の
三
岳
に
は
、
神
仏
習
合
の
考
え
方
(
葎
凱
歌

撃
㌍
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
尊
格
が
重
な
っ
て
い
る
。
修
験

者
に
と
っ
て
、
北
岳
の
尊
格
穀
欝
秘
璃
撃
(
灘
僻
権

現
)
-
阿
弥
陀
如
来
、
中
岳
は
伊
雅
騰
勢
酢
(
難
解
権
現
)
i
千

手
観
音
、
南
岳
は
伊
弊
鵬
肇
(
簾
権
現
)
i
釈
迦
如
来
で

図15 彦山三所権現御正体 鎌倉時

代・英彦山三所権現座像(部
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あ
っ
た
。
こ
の
中
で
最
も
尊
重
さ
れ
た
の
は
諜
龍
揃
の
子
で
あ
る
天
忍
穂
耳

尊
を
配
る
北
岳
で
あ
っ
た
。
こ
の
御
正
体
は
、
こ
れ
ら
の
神
仏
習
合
の
概
念
を
造

形
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
両
の
御
正
体
は
、
近
代
に
な
り
英
彦
山
山
内
の
別
々
の
場
所
か
ら
発

見
さ
れ
て
い
る
。
天
忍
穂
耳
尊
像
は
英
彦
山
神
宮
(
奉
幣
殿
保
管
)
、
伊
邪
那
岐
尊

像
は
標
高
一
一
九
九
m
の
英
彦
山
山
頂
に
あ
る
上
官
か
ら
平
成
三
年
の
台
風
被
害

の
際
に
見
出
さ
れ
た
(
光
背
は
紛
失
)
。
そ
の
後
、
中
腹
に
あ
る
下
宮
か
ら
伊
邪
那

美
尊
像
(
像
と
光
背
は
紛
失
し
鏡
面
の
み
)
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
「
彦
山
下

宮
御
正
体

勧
進
大
千
房
」
と
い
う
陰
刻
銘
が
あ
り
、
英
彦
山
下
富
の
御
正
体
で

(
3
2
)

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

僧
形
の
天
忍
穂
耳
尊
は
最
も
保
存
状
態
が
よ
く
、
一
一
重
の
頼
光
と
身
光
が
打
ち

出
さ
れ
た
鋼
板
製
の
火
炎
光
背
も
残
っ
て
い
る
。
表
情
は
威
厳
と
と
も
に
一
種
の

憂
い
を
表
現
し
、
身
体
の
シ
ン
プ
ル
で
明
解
を
レ
リ
ー
フ
が
存
在
感
を
高
め
て
い

(
3
3
)

る
。
丸
彫
り
に
近
い
頭
部
の
頬
に
は
張
り
が
あ
り
、
英
彦
山
に
根
付
く
童
子
信
仰

を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
剃
髪
し
報
謝
用
の
柄
杓
を
持
つ
姿
は
、
神
像
と
し
て
は
珍
し

い
。
鎌
倉
期
に
は
快
慶
(
生
没
年
不
明
)
が
錫
杖
を
手
に
し
て
蓮
華
座
に
座
る
僧
形

八
幡
神
像
(
三
〇
一
年
)
を
制
作
し
て
茄
、
本
御
正
体
も
神
が
僧
形
と
し
て
顕

れ
る
本
地
垂
迦
思
想
の
反
映
と
推
測
さ
れ
る
。
他
に
も
神
道
と
仏
教
が
組
み
合

わ
さ
れ
た
「
神
仏
習
合
」
の
独
特
な
意
匠
が
あ
る
。
銀
色
の
鎌
が
か
け
ら
れ
て
い

る
円
形
の
鋳
物
は
、
神
道
の
「
鏡
」
と
仏
教
の
「
朋
撃
㌢
メ
ー
ジ
が
重
な
っ

て
い
る
。

伊
邪
那
美
尊
像
に
つ
い
て
は
現
在
紛
失
し
て
い
る
た
め
、
御
正
体
の
神
像
表
現

を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
《
彦
山
垂
遽
夏
祭
羅
)
(
一
七
五
九
年
)

と
《
彦
山
三
所
権
現
座
像
)
(
江
戸
時
代
)
か
ら
考
察
し
た
い
(
図
1
5
中
段
)
。
こ
の

ふ
た
つ
の
作
品
の
伊
邪
那
美
尊
像
は
仏
教
の
蓮
華
と
宝
珠
を
も
っ
て
お
り
、
頭
部

の
宝
冠
の
造
形
は
千
手
観
音
の
輪
郭
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
偶
像
表
現
が
少
な
い

神
道
の
女
神
像
に
は
殆
ど
装
飾
を
施
さ
な
い
の
が
通
例
で
、
こ
れ
ら
の
伊
邪
那
美

尊
像
の
よ
う
な
華
や
か
な
造
形
は
稀
で
あ
る
。
こ
れ
は
英
彦
山
女
体
権
現
を
表
し

て
い
る
と
さ
れ
る
平
安
時
代
の
《
線
刻
千
手
観
音
敏
健
)
(
図
1
6
)
の
影
響
を
受
け

た
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

伊
邪
那
岐
尊
像
は
冠
を
か
ぶ
っ
た
衣
冠
装
束
で
あ
り
、
通
例
の
神
像
の
意
匠
に

準
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
造
形
表
現
の
中
に
み
ら
れ
る
神
仏
習
合
思
想
の
割
合
が
、

三
つ
の
像
の
保
存
状
態
と
発
見
場
所
に
関
係
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
前
述

の
通
り
、
明
治
元
年
の
布
告
は
神
仏
習
合
を
禁
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
廃
仏
毀
釈

に
お
い
て
は
、
対
象
の
全
て
で
は
な
く
、
そ
の
中
心
と
な
る
も
の
や
頭
部
を
壊
す
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こ
と
で
全
体
を
破
壊
し
た
と
「
み

な
す
」

こ
と
が
あ
る
。
三
尊
の
も

の
で
あ
れ
ば
、
中
心
の
本
尊
を
積

極
的
に
破
壊
す
る
場
合
が
穀
。

廃
仏
毀
釈
に
お
い
て
、
当
初
下
宮

の
御
神
体
で
あ
っ
た
御
正
体
に
つ

い
て
、
中
心
に
あ
る
伊
邪
那
美
尊

像
を
外
し
、
全
体
を
破
壊
し
た
と

み
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、



伊
邪
那
美
尊
像
の
手
に
蓮
華
が
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
も、
神
仏
混
治
の
表
象
と
し

て
忌
避
さ
れ
た
原
因
と
見
受
け
ら
れ
る
C

鏡
面
部
分
の
み
を
神
道
の
意
匠
と
し
て、

も
と
も
と
の
安
骰
場
所
で
あ
る
下
宮
に
置
き、
神
仏
習
合
的
な
意
匠
が
複
数
見
受

け
ら
れ
た
神
像
と
火
炎
光
背
は
遺
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る。

三
面
の
う
ち
上
宮
内
で
守
ら
れ
て
い
た
伊
邪
那
岐
尊
像
は
火
炎
光
背
の
み
が
紛

失
し、
像
自
体
は
鏡
面
に
再
度
鋲
止
め
さ
れ
て
い
る。
こ
の
こ
と
か
ら、
仏
教
的

な
光
背
の
み
が
意
図
的
に
取
り
外
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る。
伊
邪
那
岐
悠
像
自
体

は
神
像
の
意
匠
に
準
じ
て
い
る
た
め
遺
棄
せ
ず、
上
宮
に
安
爵
し
た
の
だ
ろ
う
C

狭
川
真一
は、
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
本
地
仏
が
破
壊
さ
れ
た
宝
満
山
磨
崖
仏
の

中
で、
大
日
如
来
種
子
が
現
存
す
る
こ
と
に
注
目
し、
神
仏
混
消
の
有
無
が
破
壊

(38)
 

の
線
引
き
だ
っ
た
と
推
測
し
て
お
り
興
味
深
い。
天
忍
穂

耳雌
像
の
場
合、
神
仏

習
合
を
想
起
さ
せ
る
惹
匠
は
な
い
が、
仏
像
と
し
て
破
壊
の
対
象
と
な
っ
た
は
ず

(39)
 

で
あ
る。
し
か
し
天
忍
穂
耳
導
の
面
は
改
変
さ
れ
ず、
か
つ
最
も
保
存
状
態
が
よ

い
こ
と
か
ら
「
廃
仏
毀
釈
を
避
け
る
た
め
に
隠
さ
れ
て
い
た」
と
推
測
さ
れ
る。

古
来
よ
り
最
も
尊
格
が
高
い
北
岳
の
天
忍
穂
耳
郎
像
を
守
ろ
う
と
す
る
神
宮
の
意

図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い。

復
原
プ
ロ
セ
ス
と
考
察

彦
山
三
所
権
現
御
正
体
と
後
述
す
る
不
動
明
王
立
像
は、
研
究
の
み
で
は
な
く

失
わ
れ
た
信
仰
対
象
の
再
現
を
目
的
と
し
て
制
作
を
行
っ
た。
御
正
体
の
火
炎
光

背
は
銅
板
を
切
り
出
さ
れ
て
お
り、
火
炎
部
分
の
多
く
が
破
損
し
て
い
る。
そ
こ

で、
筆
者
の
方
で
残
さ
れ
た
火
炎
の
形
状
か
ら
破
損
部
分
を
推
測
し、
原
型
を
作

成
し
た。
御
正
体
は
接
触
調
査
が
難
し
い
国
指
定
文
化
財
で
あ
り、
か
つ
鍍
金
が

＿
伊
邪
那
美
尊
像〉
の
神
像
部
分
は
残
存
し
な
い
の
で、
伊
邪
那
岐
雌
の
頭
部

と、
天
忍
穂
耳
尊
の
身
体
部
分、
さ
ら
に
《
彦
山
垂
迩
曼
荼
羅》
《
彦
山一二
所

権

現
座
像》
《
線
刻
千
手
観
音
鋭
像》
を
参
考
に
し
て
成
形
を
行
っ
た。
向
か
っ
て

左
手
に
蓮
華
を、
右
手
に
は
火
炎
宝
珠
を
持
た
せ、
伊
邪
那
岐
尊
像
の
簡
素
な
表

現
に
倣
い
装
飾
は
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
と
し
た
e

一
伊
邪
那
岐
罪
像》
は、
厳
し
い
気
象
下
に
あ
る
上
宮
に
安
置
さ
れ
て
い
た
こ

と
か
ら、
天
忍
穂
耳
腺
像
よ
り
も
表
面
の
凹
凸
が
鈍
っ
て
い
る
C

そ
こ
で`

顔
の

表
情
の
彫
り
を
若
干
深
く
し、
天
忍
穂
耳
雌
に
近
づ
け
た。
伊
邪
那
岐
尊
像
の
手

元
に
は
金
箔
が
残
っ
て
お
り、
こ
の
像
が
鍍
金
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る。
ま
た
九
州
国
立
博
物
館
の
光
学
的
調
査
に
よ
っ
て、
鏡
面
に
残
っ
た
銀
色
の

箇
所
は
錫（
す
ず）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
C

復
原
に
お
い
て
も
鋳

物
の
鏡
面
と
光
背
に
錫
を
引
き、
神
俊
に
金
箔
を
は
っ
た
と
こ
ろ、
銀
色
の
月
輪

の
中
に
金
色
の
神
像
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ
た（
固
15
下
段
）3

第
三
章

不
動
明
王
立
像
と
廃
仏
毀
釈

不
動
明
王
は
行
者
を
守
り
郡
く
も
の
と
し
て、
修
験
道
に
お
い
て
謡
要
視
さ
れ

か
っ
た
C

残
っ
て
い
る
た
め
直
接
型
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い。
今
回
は
英
彦
111
神
宮
の
許

可
の
も
と、
非
接
触
型
の
3
D
ス
キ
ャ
ナ
で
計
測
し、
三
次
元
出
力
後、
蝋
型
鋳

640)
 

造
を
行
っ
た。
《
天
忍
穂
耳
尊
像》
の
蝋
型
の
レ
タ
ッ
チ
を
通
じ
て、
眉
頭
の
彫

り
が
非
対
称
性
で
あ
り、
こ
れ
が
表
情
に
複
雑
な
深
み
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ

不
動
明
王
立
像
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て
き
た
。
英
彦
山
に
残
さ
れ
た
数
少
な
い
不
動
明
王
像
の
中
で
、
破
損
し
た
光
背

を
直
接
仏
像
に
縛
り
付
け
て
い
る
も
の
が
あ
っ
(
誓
(
図
普
段
右
)

こ
の
不
動
明
王
立
像
(
鎌
倉
時
代
)
は
、
衆
生
救
済
の
象
徴
で
あ
る
羅
素
を
持
つ

左
手
を
伸
ば
し
、
体
の
正
中
線
近
く
ま
で
下
方
に
突
き
出
し
て
い
る
姿
態
が
特
徴

的
で
あ
る
。
通
常
不
動
明
王
立
像
の
左
手
は
、
体
躯
の
横
に
置
か
れ
て
い
る
。
左

手
を
前
方
に
置
く
姿
勢
は
独
特
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
造
形
の
特
徴
を
も
つ
不
動

明
王
を
他
に
探
し
た
と
こ
ろ
、
滋
賀
県
の
苗
村
神
社
と
熊
本
県
の
長
寿
寺
(
木
原

不
動
尊
、
図
1
7
下
段
右
)
に
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
不
動
明
王

像
の
光
背
の
火
炎
の
形
状
、
不
動
明
王
の
表
情
と
姿
勢
・
壊
蕗
は
、
英
彦
山
の
も

の
と
共
通
す
る
も
の
が
多
い
。
長
寿
寺
は
比
叡
山
延
暦
寺
の
末
寺
で
天
台
宗
で
あ

る
。
(
天
台
密
教
の
修
行
を
行
っ
た
豪
潮
の
宝
箆
印
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
る
)
。
ま

た
、
苗
村
神
社
が
あ
る
滋
賀
県
に
は
、
天
台
宗
の
本
山
で
あ
る
比
叡
山
が
あ
り
、

神
社
境
内
に
は
日
吉
山
王
の
十
禅
師
社
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と

天
台
系
の
可
能
性
が
古
乱
撃
こ
れ
ら
の
不
動
明
王
と
英
彦
山
は
天
台
密
教
で
つ
な

が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彫
刻
的
に
は
苗
村
神
社
の
不
動
明
王
立
像
の
完
成

度
が
高
く
力
強
い
。
こ
の
彫
刻
が
何
ら
か
の
形
で
、
英
彦
山
や
長
寿
寺
の
不
動
明

王
の
作
り
手
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
不
動
明
王
立
像
は
、
発
見
時
、
両
足
が
ひ
ざ
下
で
折
れ
て
い
た
。
左
腕
は

手
首
か
ら
前
が
欠
損
し
、
右
腕
は
肘
関
節
部
分
で
分
離
し
て
い
る
。
光
背
は
上
部

が
欠
損
し
、
不
動
明
王
の
腰
に
紐
で
括
り
付
け
ら
れ
て
い
た
。
光
背
を
仏
像
に
直

接
結
び
つ
け
て
い
る
造
形
は
稀
で
あ
る
。
光
背
を
高
い
位
置
に
持
ち
上
げ
て
不
動

明
王
の
胴
体
に
固
定
し
て
い
る
た
め
光
背
下
部
の
お
が
剥
き
出
し
に
な
っ
て
い

ー6l-

る
。こ

の
不
動
明
王
の
両
足
の
破
損
の
原
因
は
、
重
い
光
背

を
直
接
仏
像
に
背
負
わ
せ
た
帰
結
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え

て
い
る
。
廃
仏
毀
釈
の
際
、
破
壊
さ
れ
た
の
は
仏
像
部
分

で
は
な
く
光
背
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
不
動
明

王
の
光
背
は
迦
楼
羅
焔
と
い
う
。
迦
楼
羅
は
鳳
凰
の
よ
う

図17 不動明王立像 鎌倉時

代・苗村神社不動明王

立像・長寿寺不動明王

立像・知足美加子 不
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に
美
し
く
、
翼
を
広
げ
火
炎
を
吐
き
出
し
て
い
る
姿
が
光
背
を
形
づ
く
つ
て
い
る
。

不
動
明
王
の
光
背
の
上
部
に
は
迦
楼
羅
の
頭
部
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

迦
楼
羅
の
頭
部
部
分
を
遺
棄
す
る
こ
と
で
、
像
全
体
を
破
壊
し
た
と
み
な
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
も
し
最
初
に
足
が
破
壊
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
倒
れ
て
い
る
仏
像
に

対
し
て
、
故
意
に
光
背
を
結
び
つ
け
る
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
廃
仏
毀
釈
後

に
、
迦
楼
羅
頭
部
を
排
除
し
て
短
く
な
っ
た
光
背
を
持
ち
上
げ
仏
像
に
紐
で
括
っ

た
た
め
、
脚
部
に
負
担
が
き
て
両
足
が
折
れ
た
と
考
え
る
と
辻
複
が
あ
う
。

二

復
原
プ
ロ
セ
ス
と
考
察

本
不
動
明
王
の
素
材
は
針
葉
樹
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
杉
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

古
来
よ
り
神
聖
な
霊
山
で
あ
る
英
彦
山
山
内
の
木
々
は
神
仏
の
も
の
で
あ
り
、
山

外
に
持
ち
出
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
掟
が
あ
っ
た
。
英
彦
山
は
衆
知
補
」

と
し
て
里
の
も
の
た
ち
に
水
を
与
え
、
里
の
人
々
の
信
仰
と
寄
進
を
集
め
て
き
た
。

こ
の
信
仰
を
支
え
た
の
は
、
水
を
生
み
出
す
山
内
の
樹
木
、
特
に
杉
で
あ
る
。
英

彦
山
修
験
者
は
修
行
お
よ
び
山
内
環
境
整
備
の
一
環
と
し
て
、
樹
木
を
植
え
て
い

た
。
英
彦
山
人
今
日
付
近
に
は
「
千
本
杉
」
と
い
っ
て
、
山
伏
た
ち
が
四
五
〇
年

前
に
植
林
し
ゾ
1
一
ン
グ
し
た
地
域
が
あ
る
(
平
成
三
年
の
台
風
に
よ
り
壊
滅
的

被
害
を
受
け
撃
今
回
の
復
原
に
あ
た
っ
て
、
英
彦
山
神
宮
の
協
力
に
よ
り
、

倒
木
し
た
千
本
杉
を
提
供
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

不
動
明
王
立
像
の
立
脚
は
、
彫
刻
的
な
観
点
か
ら
ほ
ぼ
体
躯
重
心
に
近
い
位
置

に
あ
る
と
考
え
、
向
か
っ
て
左
に
表
文
を
膨
ら
ま
せ
て
配
置
を
決
定
し
誓
現
存

の
不
動
明
王
の
眉
間
に
は
三
つ
の
丸
い
突
起
が
あ
り
、
復
原
の
過
程
で
、
か
な
り

意
識
し
な
い
と
こ
の
形
は
彫
り
出
せ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
三
所
権
現
を
想
定

し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
背

の
欠
損
部
分
は
、
炎
の
動
勢
を
延
長
し

て
構
想
し
、
迦
楼
羅
を
炎
の
造
形
に
馴

染
ま
せ
る
よ
う
に
彫
刻
し
た
。
塗
装
は

現
存
す
る
光
背
の
色
合
い
か
ら
、
弁
柄

の
糀
溺
溶
き
で
行
っ
た
。
英
彦
山
修
験

者
は
十
界
使
徒
の
儀
式
の
際
、
柿
渋
で

染
め
た
衣
を
身
に
着
け
て
お
り
、
柿
渋

図18 不動明王立像(部分) 2016

年

は
英
彦
山
に
縁
の
深
い
も
の
で
あ
る
。
古
式
の
方
法
に
倣
い
、
接
着
は
膠
を
使
用

し
て
い
る
。

廃
仏
毀
釈
時
、
神
兵
数
十
名
に
よ
っ
て
、
木
製
仏
像
仏
具
の
焼
却
が
大
規
模
に

行
わ
洩
。
英
彦
山
に
は
相
当
数
の
木
彫
仏
像
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

英
彦
山
杉
に
よ
る
建
築
「
板
倉
(
安
土
桃
掌
は
傾
斜
の
あ
る
複
雑
な
仕
口
で
組

ま
れ
て
お
り
、
山
内
に
木
に
関
す
る
高
い
技
術
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

田
遽
三
郎
助
は
、
「
霊
木
化
現
説
」
と
神
仏
習
合
思
想
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。
自
然
崇
拝
は
神
の
依
り
代
と
し
て
巨
岩
、
巨
木
、
水
(
滝
)
な
ど
を

対
象
と
し
て
き
た
。
霊
木
に
よ
っ
て
仏
像
を
彫
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
が
神
(
木
)

を
通
じ
て
顕
現
す
る
と
い
う
思
考
を
生
み
出
し
、
神
仏
習
合
思
想
へ
と
繋
が
っ
て

い
っ
た
と
い
う
。
霊
木
性
の
強
調
と
し
て
、
立
木
仏
や
鈍
彫
り
の
仏
像
、
背
面
を

荒
彫
り
し
た
仏
像
等
が
出
現
し
た
と
、
田
蓮
は
述
べ
て
ら
牽
英
彦
山
に
は
草
木

を
重
ん
じ
る
考
え
方
が
窮
、
木
を
山
外
に
持
ち
出
す
こ
と
へ
の
忌
避
が
あ
っ
た
。

鬼
が
手
植
え
し
た
と
い
う
伝
説
が
残
る
「
鬼
杉
(
樹
齢
約
三
〇
〇
年
)
」
、
修
行

ー62-



の
一
環
と
し
て
植
林
し
た
「
千
本
杉
」
「
行
者
杉
」
の
存
在
は
、
英
彦
山
修
験
道

に
お
け
る
木
へ
の
崇
敬
と
植
林
(
木
材
活
用
)
文
化
を
伝
え
て
い
る
。
千
本
杉
は
風

雪
厳
し
い
環
境
に
お
い
て
少
し
ず
つ
成
長
す
る
た
め
、
固
い
木
目
が
細
か
く
連
続

し
て
い
る
。
堅
牢
な
英
彦
山
杉
は
磨
く
と
自
然
な
光
沢
を
も
ち
、
復
原
に
お
い
て

は
素
材
を
活
か
し
塗
装
を
施
さ
な
か
っ
た
(
図
1
7
左
)
。

お
わ
り
に

本
研
究
は
、
英
彦
山
修
験
道
美
術
の
復
原
を
通
し
て
、
廃
仏
毀
釈
お
よ
び
修
験

道
禁
止
令
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
意
匠
と
、
そ
の
表
象
の
分
析
を
行
っ
た
。
容
認

と
否
定
の
境
界
を
精
査
す
る
こ
と
で
、
修
験
道
文
化
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
一
章
で
は
、
明
治
期
に
燈
箆
と
し
て
塔
身
、
基
壇
、
反
花
を
改
刻
さ
れ
た
豪

潮
作
の
宝
箆
印
塔
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
改
刻
で
は
、
「
種
子
」
と
「
蓮
華
」
の

表
象
が
積
極
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
豪
潮
が
制
作
し
た
他
の

宝
匪
印
塔
と
比
較
し
、
請
花
に
八
つ
の
如
意
宝
珠
が
あ
る
こ
と
を
新
た
に
見
出
し

た
。
次
に
火
袋
改
変
の
宗
教
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
。
英
彦
山
の
塔
身
は
、
金

剛
界
五
仏
種
子
を
削
り
、
火
袋
と
し
て
「
四
角
、
円
、
三
角
、
半
月
」
を
造
形
し

て
い
る
。
実
際
の
方
位
と
し
て
、
円
形
(
日
光
)
は
東
方
、
半
月
形
(
月
光
)
は
西
方

に
位
置
し
て
お
り
、
燈
寵
の
体
を
成
し
て
い
る
。
し
か
し
背
面
に
三
角
形
を
配
し

て
い
る
燈
寵
は
稀
で
あ
る
。
英
彦
山
修
験
者
は
、
こ
の
塔
を
単
な
る
燈
籠
で
は
な

く
「
五
大
思
想
を
暗
示
さ
せ
る
仏
教
遺
物
」
と
す
る
た
め
の
造
形
的
工
夫
を
施
し

た
と
推
測
し
た
。
五
大
と
し
て
、
正
面
か
ら
左
回
り
に
地
(
四
角
)
、
水
(
円
)
、
火

(
三
角
)
、
風
(
半
月
)
、
空
(
団
i
中
心
の
宝
珠
)
と
配
置
し
、
こ
の
塔
が
仏
教
に
帰

依
す
る
こ
と
示
す
表
現
を
、
造
形
の
中
に
巧
み
に
取
り
入
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
英

彦
山
山
伏
の
特
別
な
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
点
は
、
「
猶
是
塔
堅
固
不
滅
、
一

切
如
来
耐
力
」
等
の
経
文
要
約
部
分
を
残
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
英
彦
山
山

伏
は
、
「
仏
教
の
教
義
そ
の
も
の
」

で
は
な
く
、
「
仏
教
の
権
威
や
価
値
を
荘
厳
す

る
表
象
」
を
中
心
に
改
刻
し
た
と
結
論
づ
け
た
。
視
認
性
の
高
い
部
分
の
み
を
改

変
し
て
い
る
こ
と
は
、
急
進
派
の
神
兵
の
暴
挙
へ
の
対
抗
策
と
み
る
こ
と
も
で
き

る
。
当
時
の
山
伏
た
ち
が
仏
教
・
修
験
道
不
滅
の
祈
り
を
宝
匪
印
塔
の
造
形
に
託

し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
英
彦
山
宝
匪
印
搭
塔
身
の
種
子

の
配
置
に
つ
い
て
、
英
彦
山
に
お
け
る
北
岳
へ
の
信
仰
と
、
南
面
北
座
説
、
移
築

を
し
て
い
な
い
大
典
善
寺
宝
匪
印
塔
の
配
置
を
根
拠
と
し
て
推
測
し
た
。
実
際
の

方
位
と
北
方
遥
拝
を
重
視
し
、
塔
身
正
面
に
南
方
の
宝
生
如
来
(
ク
ラ
ー
ク
)
、
向

か
っ
て
右
に
東
方
の
不
空
成
就
如
来
(
ウ
ン
)
、
背
面
に
北
方
の
阿
閥
如
来
(
ア
ク
)
、

向
か
っ
て
左
に
西
方
の
阿
弥
陀
如
来
(
キ
リ
ー
ク
)
が
刻
ま
れ
て
い
た
と
想
定
し
た
。

第
二
章
で
は
、
彦
山
三
所
権
現
御
正
体
に
つ
い
て
、
意
匠
の
分
析
か
ら
廃
仏
毀

釈
の
影
響
と
各
面
の
発
見
場
所
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、

光
背
や
蓮
華
、
神
像
が
同
面
に
造
形
さ
れ
た
神
仏
混
渚
の
表
象
が
意
図
的
に
省
か

れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
明
治
期
に
、
伊
発
語
尊
像
は
光
背
を
排
除
さ
れ
、

純
粋
な
神
像
と
し
て
英
彦
山
上
宮
に
置
か
れ
た
。
伊
那
那
美
尊
像
は
、
蓮
華
を
も

っ
た
神
像
と
光
背
が
排
除
さ
れ
、
神
鏡
と
し
て
元
の
英
彦
山
下
宮
に
置
か
れ
た
。

天
忍
穂
耳
尊
像
は
保
存
状
態
が
よ
い
こ
と
か
ら
、
僧
形
仏
像
と
し
て
の
破
壊
を
免

れ
る
た
め
、
深
く
隠
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
た
。

第
三
章
で
は
、
不
動
明
王
立
像
に
つ
い
て
、
羅
素
を
持
つ
手
を
前
に
突
き
出
す
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造
様
か
ら
、
滋
賀
県
高
村
神
社
と
の
関
連
の
可
能
性
を
示
し
た
。
こ
の
像
の
光
背

と
脚
部
の
破
損
個
所
の
分
析
か
ら
、
廃
仏
毀
釈
時
に
光
背
(
迦
楼
羅
)
の
破
壊
が
、

そ
の
後
の
両
足
の
損
傷
を
ま
ね
い
た
と
推
測
し
た
。
ま
た
英
彦
山
修
験
道
に
お
け

る
、
木
へ
の
崇
敬
と
植
林
文
化
に
つ
い
て
述
べ
た
。

以
上
の
修
験
道
美
術
の
改
変
の
分
析
お
よ
び
復
原
を
通
し
て
、
修
験
者
達
の

「
信
仰
対
象
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
と
葛
藤
」
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
た
。
国
家
神
道
に
歩
み
寄
る
た
め
の
改
変
の
中
に
、
仏
教
・
修
験
道

不
滅
へ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
観
て
分
析
す
る
こ
と
以
上
に
、
作
る
こ
と

で
理
解
で
き
た
英
彦
山
修
験
者
た
ち
の
智
慧
と
技
術
が
あ
る
。
今
回
の
復
原
の
う

ち
、
彦
山
三
所
権
現
御
正
体
と
不
動
明
王
立
像
は
新
た
な
信
仰
対
象
と
し
て
、
奉

幣
殿
再
建
四
〇
〇
年
護
摩
焚
き
の
際
公
開
さ
れ
た
。
現
在
は
奉
幣
殿
に
祀
ら
れ
て

い
る
(
図
2
1
)
。
二
〇
一
七
年
二
月
「
わ
が
国
を
代
表
す
る
山
岳
信
仰
の
遺
跡
で
、

修
験
・
仏
教
・
神
道
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
重
要
」
と
し
て
国
指
定
史
跡
に
登

録
さ
れ
て
い
る
。
一
度
失
わ
れ
た
文
化
を
再
興
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
今
後
も

修
験
道
美
術
に
残
さ
れ
た
先
人
の
偉
業
を
観
察
・
熟
考
し
、
文
化
継
承
の
ひ
と
つ

の
手
掛
か
り
と
し
て
い
き
た
い
。

註(
1
)

慶
応
四
年
(
一
八
六
人
)
三
月
十
七
日
、
神
祇
事
務
局
は
諸
国
神
社
に
仕
え
る

僧
形
の
別
当
・
社
僧
に
還
俗
を
命
じ
、
二
八
日
に
太
政
官
は
神
仏
分
離
令
(
神
仏

判
然
令
)
を
発
し
た
。
太
政
官
は
同
年
四
月
十
日
に
は
、
神
仏
分
離
の
実
施
に
は

慎
重
を
期
す
よ
う
命
じ
た
が
、
各
地
域
で
神
仏
分
離
を
超
え
た
廃
仏
棄
釈
と
よ

ば
れ
る
事
態
が
明
治
七
年
(
一
八
七
四
)
ご
ろ
ま
で
続
い
た
。

(
2
)

太
政
官
布
告
第
二
七
三
号
、
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
九
月
十
五
日
「
修
験
宗

ノ
儀
自
今
被
廃
止
本
山
当
山
羽
黒
派
共
従
来
ノ
本
寺
所
轄
ノ
儀
天
台
真
言
ノ
両

本
宗
へ
婦
人
被

仰
付
候
条
各
地
方
官
二
於
テ
批
旨
相
心
得
管
内
寺
院
へ
可
相

違
候
事
。
但
、
将
来
営
生
ノ
目
的
等
無
之
ヲ
以
、
帰
俗
出
願
ノ
向
ハ
始
末
具
状

ノ
上
、
教
部
省
こ
可
申
出
候
事
」

(
3
)

主
に
建
築
分
野
に
お
い
て
「
復
元
(
失
わ
れ
た
も
の
を
か
つ
て
の
姿
ど
お
り
に

新
た
に
作
る
)
」
と
「
復
原
(
改
造
さ
れ
、
変
化
し
て
し
ま
っ
た
現
状
を
元
の
姿

に
戻
す
)
」
を
区
別
し
て
い
る
。
/

(
4
)

高
千
穂
有
英
『
幕
末
秘
史
英
彦
山
殉
難
録
』
英
彦
山
殉
難
大
祭
委
員
会
一
九

六
五
年
二
一
̃
二
一
五
頁
、
広
渡
正
利
『
英
彦
山
信
仰
史
の
研
究
』
文
研
出

版
一
九
九
四
年
二
四
五
̃
二
四
九
頁

(
5
)

「
由
緒
な
ら
び
に
、
鰐
口
、
梵
鐘
、
/
仏
具
等
の
類
、
委
細
書
付
け
、
来
る
二
〇

日
ま
で
に
差
し
出
さ
れ
た
し
」
「
神
仏
混
渚
を
廃
止
さ
れ
た
の
で
、
別
当
・
社
僧

の
輩
は
、
還
俗
の
上
、
神
主
・
粗
大
等
の
称
号
に
改
め
、
神
道
を
以
て
勤
仕
す

べ
き
こ
と
。
還
俗
の
者
は
、
僧
位
、
僧
を
官
返
上
す
べ
き
こ
と
。
勤
仕
の
場
合

の
服
装
は
、
当
分
、
風
折
烏
帽
子
、
浄
衣
目
差
さ
し
貫
ぬ
き
を
着
用
す
る
こ

と
」

(
6
)

英
彦
山
の
表
記
に
つ
い
て
、
古
代
は
太
陽
信
仰
に
基
づ
く
「
日
子
山
」
で
あ

っ
た
も
の
が
、
弘
仁
十
年
(
八
一
九
)
法
蓮
に
よ
っ
て
「
彦
山
」
に
改
め
ら
れ
、

享
保
十
四
年
(
一
七
二
九
)
霊
元
法
皇
よ
り
天
下
に
抜
き
ん
出
た
霊
山
で
あ
る
と

し
て
「
英
」

の
字
が
授
け
ら
れ
「
英
彦
山
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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(
7
)

中
国
五
代
末
期
の
顕
徳
二
年
(
九
五
五
)
、
呉
越
王
銭
弘
倣
は
八
万
四
千
基
の

金
塗
小
塔
を
道
立
し
諸
国
に
分
け
た
。
「
宝
匪
印
陀
羅
尼
」
と
は
一
切
如
来
の
全

身
舎
利
の
功
徳
を
集
め
た
四
十
旬
か
ら
な
る
(
国
史
大
辞
典
)
。

(
8
)

寛
政
十
二
年
(
一
八
〇
〇
)
、
国
主
(
細
川
候
)
は
豪
潮
が
諸
国
の
大
名
に
請
迎

さ
れ
な
い
よ
う
、
彼
に
九
州
の
外
に
出
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
石
田
豪
澄
『
豪
潮

律
師
遺
墨
集
』

日
貿
出
版
一
九
八
二
年
一
七
五
頁

(
9
)

熊
本
県
、
大
分
県
、
佐
賀
県
、
福
岡
県
、
長
崎
県
、
愛
知
県
、
京
都
府
、
神

奈
川
県
(
愛
知
県
長
栄
寺
の
も
の
を
移
築
)
等
に
現
存
し
て
い
る
。
宇
野
廉
太
郎

『
豪
潮
律
師
の
研
究
』

日
本
講
義
社
一
九
五
三
年
六
一
̃
七
六
、
一
九
二
̃
一
九

九
頁

(
1
0
)

北
島
雪
山
(
一
六
三
六
̃
一
六
九
七
年
)
、
秋
山
玉
山
(
一
七
〇
二
̃
一
七
六
四

年
)
ら
と
共
に
「
肥
後
の
三
筆
」
と
称
え
ら
れ
る
。

(
虹
)

永
松
譲
二

『
豪
潮
』
城
野
印
刷
一
九
七
二
年
一
八
三
頁

(
1
2
)

熊
本
県
の
西
巌
殿
寺
、
長
寿
寺
は
、
二
〇
一
六
年
四
月
の
熊
本
震
災
に
よ
り

部
分
的
に
損
壊
し
て
い
る
。

(
1
3
)

長
崎
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
教
令
に
よ
り
元
利
・
寛
永
年
間
(
一
六
一
五
̃
一

六
四
四
)
の
間
に
多
く
の
仏
教
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
。
春
徳
寺
は
教
会
の
跡
地
に

建
立
さ
れ
て
い
る
。
明
治
維
新
で
は
仏
教
排
斥
以
上
に
苛
烈
な
キ
リ
ス
ト
教
弾

圧
(
一
八
六
七
年
「
浦
上
四
番
崩
れ
」
等
)
が
行
わ
れ
た
。

(
1
4
)

(
1
)
前
掲
喜
一
八
三
頁

(
1
5
)

養
和
元
年
(
二
八
一
)
に
後
白
河
法
皇
は
今
熊
野
神
社
に
対
し
て
全
国
の
荘

園
二
八
箇
所
を
寄
進
し
た
。
そ
の
一
つ
に
「
豊
前
国
彦
山
」
が
あ
る
。
国
役
免

除
の
特
権
は
守
護
不
入
(
守
護
に
よ
る
干
渉
を
受
け
な
い
特
例
地
域
)
へ
と
発
展

し
た
。
長
野
寛
「
山
岳
宗
教
(
修
験
道
)
集
落
「
英
彦
山
の
構
造
と
経
済
的
基
盤
」

駒
津
地
理
一
五
、
一
九
七
九
年
二
〇
頁

(
1
6
)

宝
永
七
年
(
一
七
一
〇
)
の
総
人
口
は
三
〇
一
五
人
で
あ
っ
た
。
長
野
寛
『
英

彦
山
修
験
道
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』

四
九
〇
頁

(
1
7
)

宝
擾
印
塔
各
部
名
称
に
関
し
て
は
、
「
日
本
大
百
科
全
書
(
小
学
館
)
」
を
参
考

に
し
て
い
る
。

(
1
8
)

灯
箆
の
火
を
と
も
す
所

(
1
9
)

関
忠
夫
「
宝
珠
の
造
形
意
匠
」
束
京
都
国
立
博
物
館
紀
要
一
〇
、
一
九
七
五

年
二
三
一
̃
二
三
二
頁

(
2
0
)

宇
野
廉
太
郎
『
豪
潮
律
師
の
研
究
』

日
本
講
義
社
、
一
九
五
三
年
七
一
̃
七

二
頁

(
2
1
)

長
野
覚
「
修
験
道
の
歴
史
と
現
状
」
『
神
仏
習
合
と
修
験
』
新
潮
社
、
一
九
八

九
年
三
一
四
頁

(
2
2
)

(
1
9
)
前
掲
書
二
三
五
頁

(
2
3
)

(
2
0
)
前
掲
書
一
三
四
頁

(
2
4
)

「
日
田
市
・
月
田
山
岳
の
仏
塔
、
天
台
密
教
の
占
星
術
刻
む
。
高
僧
・
豪
潮
の

影
響
か
」
毎
日
新
聞
、
二
〇
一
六
年
一
月
十
九
日
地
方
版

(
2
5
)

天
子
南
面
説
と
も
い
い
、
北
極
星
の
よ
う
に
天
の
中
心
に
い
る
天
子
が
、
北

を
背
に
し
て
南
方
の
臣
下
に
向
か
う
と
い
う
古
代
中
国
の
考
え
方
。
天
子
の
左

が
目
の
昇
る
束
に
あ
た
る
た
め
、
向
か
っ
て
右
が
優
位
と
な
る
。
西
方
浄
土
説

を
重
視
す
る
と
東
面
西
座
と
な
る
。
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(

32)

 

(
31
)

 

30 

(
29)
 那

は
柄
杓
を
持
っ
て
い
る。

ざ
る
こ
と」
と
記
さ
れ
て
い
る
C

高
千
穂
有
英(
4)
前
掲
苔ー
一
四
頁

い
て
は
史
尖
と
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る

る
•

彦
山
流
記（
錢
倉
期）
に
よ
る
と、
英
彦
山
の
垂
迩
の
初
め
は
三
尺
六
寸
の
八

角
の
水＂旧
石
で`

般
若
窟
に
天
下
っ
た
後、
四
ト
JL
n
に
御
正
体
を
分
か
ち、

添
田
町
役
場
「
彦
山
流
記」
荘
許
房

一
九
九
三
年
九
頁

ム

る

り

快
咬
作
（
口
楼
那
立
像〉
（ー
ニ―-
0
年）
に
お
け
る
釈
迦
十
大
弟
チ
の
店
楼

木
材
な
と
を
接
合
す
る
際、

廣
長
五
年(-
六
0
0)、
芭
川
家
康
面
前
で
裁
決
さ
れ
た
英
彦
山
の
独
立
を

保
障
す
る
条
文
に
は
「
当
山
の
こ
と、
先
規
の
旨
に
任
せ
ら
れ、
守
護
不
入、

ト
方
檀
那
と
す
ぺ
き
こ
と]
の
他
「
山
中
の
竹
木、
他
ガ
よ
り
伐
採
す
ぺ
か
ら

権
現
と
守
譲
天
童
を
安
骰
し
た
と
い
う

44)
 

43 
ヽ

一
方
の
端
部
に
作
る
突
起

隆
か
ら
の
害
簡（
二
0ー
六
年
八
月
二＿―-
日
付）

(
28)
前
掲
占
ニ―̂
0
頁

42 

像
高
四
匹·
六
em(
28)
前
掲
占
ニ―一
五
貞

(
41)

針
葉
樹
材

寄
木
造

彫
眼
彩
色

鎌
倉
時
代

英
彦
山
神
宮
所
蔵

英

の
唾
迦
と
す
る
考
え
方。
神
と
仏
を
共
に
祀
る
あ
り
方

子）
に
依
頓
し
た．

(
40)
 
鋳
造
は
鋳
造
家
の
石
上
洋
明、
3
D
計
測・
出
力
は
九
州
大
学
学
生（
河
田
尚

の
で
あ
る。
上
方
ニ
ヵ
所
に
釣
手
関
を
つ
け、
堂
内
に
懇
け
礼
打
す
る。

文
化
追
産
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
h
Llp
:/
 /b
LU1ka.n
ii.ac.jp/
 db/heritages/
 detail/
 

1
66195(一べ
0一
じ
年
卜'

：二月
ト
ニ
u
確
認）

It
.
つ

平
安
時
代
よ
り
始
ま
っ
た
仏・
菩
薩
を
本
地
と
L、
神
を
衆
生
救
済
の
た
め

ーニ
固
守
護」

伊
邪
那
芙
＃
像
鏡
面
に
は
「
大
檀
那」
「
左
衛
門
肘
藤
原
能
直

倉
f
l

じ

と
籠
字
状
銘
文
が
あ
る
が、
井
形
進
は
能
直（
大
友
氏
の
祖）
の
三
国
守
湿
に
つ

四
三
年）
は
い
ず
れ
も
険
し
い
環
境
内
に
あ
り、
廃
仏
毀
釈
の
対
象
に
な
ら
な
か

っ
た
と
ど
え
ら
れ
る

彦
山
修
験
道
館
保
管

滋
伐
県
教
介
委
H
会
市
務
局
文
化
財
保
護
諜（
美
術
工
芸・
民
俗
係）
占
川
史

(
39
 存
協
会
二
0一
六
年
六
九
頁

38)
 
狭
川
真

彦
山
稔
合
潤
査
報
告
内（
本
文
紺）」
添
田
町
教
介
委
H
会
二二
〇
六
年

心
に」
「
山
岳
修
験』
二
0一
四
年
八
叫
頁

(
28)
 

(
27
 cm、

伊
邪
那
岐
尊
像I
鏡
面
径
四
四・
八
cm

26 
ヽ

英
彦
山
は
中
岳
山
頂
の
上
宮
神
殿
に
三
峠
の
神
が
合
祀
さ
れ
て
お
り、
そ
の

中
央
に
は
「
北
岳」
の
祭
神
で
あ
る
天
忍
穂
耳
命
が
配
さ
れ
て
い
る

Fa
ro
 F
ocu
s30
 X
 130
を
使
用。

天
忍
穂
耳
点
像

I

鋭
面
往
四
四•
JL
em、
伊
邪
那
必
尊
像ー
鏡
面
往
四一q•
四

九
ー
ニ
ニ
0
頁

井
形
進
「
美
術
工
芸
資
料」
「
英

御
正
体
は
懸
仏
と
も
い
い、
円
形
板
に
仏
像
等
の
レ
リ
ー
フ
を
取
付
け
た
も

php?id
111591(
二
〇一
七
年
ト
ニ
月
十一；
H1
確
”2)

拙
著
「
3
D
デ
ー
タ
化
に
よ
る
修
験
道
美
術
の
再
現＇
英
彦
山
今
熊
野
窟
を
中

「
宝
満
山
府
崖
仏
と
廃
仏
毀
釈」
「
都
府
楼
四
八
j

古
都
大
宰
府
保

英
彦
山
今
熊
野
窟
の
月
輪
大
梵
オ(―
二
三
七
年）
や、
屯
邑
窟
庖
棧
仏(-
三

37 

(
36)
 
東
京
国
立
捕
物
館
ht
tp:/;、
w
w
w.
tn
m.jp/
modulesヽ
rーfree
_page/
in
dex.

お
よ
び
仏
や
仏
の
知
恵
を
表
す
も
の
で
あ
る
J

35．ヽ． 、

仏
教
に
お
け
る
H
輪
と
は
漏
n
で
あ
り、
完
全
無
欠
で
あ
る
こ
と
の
象
徴、
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(
4
5
)

英
彦
山
に
は
標
高
で
区
切
ら
れ
た
四
土
結
界
(
常
寂
光
土
、
実
報
壮
厳
土
、

方
便
浄
土
、
凡
堅
固
居
士
)
が
あ
り
、
千
本
杉
は
実
報
壮
厳
土
の
結
界
内
に
存

在
し
た
。

(
4
0
)
3
D
計
測
・
切
削
加
工
機
出
力
(
M
D
X
i
窪
O
R
〇
十
a
n
d
)
は
九
州
大
学
学
生
(
富
田

庸
佑
)
に
依
頼
し
た
。

(
4
7
)

十
界
修
行
の
う
ち
胎
蔵
界
の
「
四
聖
(
聾
聞
界
、
縁
覚
界
、
菩
薩
界
、
仏

界
)
」

の
儀
式
。
村
上
龍
生
『
英
彦
山
修
験
追
考
』
海
鳥
社
一
九
九
九
年
八
八
̃

一
四
九
頁

(
4
8
)

広
渡
正
利
(
4
)
前
掲
書
二
四
八
頁

(
4
9
)

和
田
一
雄
「
英
彦
山
の
建
築
」

『
増
補
英
彦
山
』
葦
書
房
一
九
七
八
年
九
七
八

̃
一
〇
〇
四
頁

(
5
0
)

田
遽
三
郎
助
編
集
『
神
仏
習
合
と
修
験
』
新
潮
社
一
九
八
九
年
七
〇
̃
八
二

(
5
1
)

鵬
川
部
柿
酢
卓
説
都
球
候
『
中
陰
経
』
に
い
う
と
い
わ
れ
て
き
た
伽
の
一
部
。

草
木
土
石
の
よ
う
に
非
情
の
も
の
で
も
、
こ
と
ご
と
く
成
仏
で
き
る
と
い
う
意
。

平
安
末
、
院
政
期
ご
ろ
、
口
伝
法
門
系
で
偽
作
さ
れ
た
偶
と
見
ら
れ
る
(
仏
教
語

大
辞
典
)
。
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*
本
研
究
は
」
S
P
S
科
研
費
ト
の
K
O
N
∽
宝
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。
鋳
造
関
連
経
費

は
英
彦
山
神
宮
か
ら
助
成
を
受
け
て
い
る
。

(
と
も
た
り
・
み
か
こ

九
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大
学
芸
術
工
学
研
究
員
准
教
授
)




